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担当課

事務事業名 担当部

3

【野口区水路整備事業・道木川整備事業・手越排水路整備事業・新濃尾土地改良関連事

業・小針川整備事業・その他の河川水路整備事業】

◆２６年度実施内容

・浸水被害軽減を目的とする水路・河川整備を行った。

・老朽化した水路の改修を行った。

・整備・改修に係る調査・設計・積算、用地買収に関する事務を行った。

　

◆２６年度直接経費の内訳

　【委託業務】  ・ 設計、測量、調査等の委託 11件（委託料：59,996千円)

　【工事請負】  ・野口区水路整備事業 7件 L=1,138m（工事費：59,923千円）

                     ・道木川整備事業 1件　L=19m（工事費：30,294千円）

                     ・手越排水路整備事業 1件　L=28ｍ（工事費：5,994千円）

                     ・その他河川水路整備事業 19件 L=1,724m（工事費：77,061千円）

　【公有財産購入】  ・用地購入　　1件（道木川整備事業：56,262千円）

　【補償・補填、賠償金】 ・物件移転補償　　1件（218千円)
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浸水区域を解消します
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特定都市河川浸水被害対策法、新川流域水害対策計画

3

平成３０年度以降

河川・水路

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

　水路等の整備を実施することで、地域に降った雨水を速やかに流下させることにより、大

雨による家屋等の浸水被害の軽減を図る。
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　【補償・補填、賠償金】 ・物件移転補償　　1件（218千円)

                                  ・補償金　　2件（465千円）

　【財源内訳】　 ・市町村土木事業費補助金(補助率1／3）　8,000千円

                      ・環境対策事業負担金（野口区）　70,018千円

　

◆２７年度直接経費の内訳

　【委託業務】  ・ 設計、測量、調査等の委託（委託料：64,800千円)

　【工事請負】  ・ 野口区整備事業、道木川整備事業、手越排水路整備事業

　　　　　　　　     その他河川水路整備事業（工事費：194,500千円)

  【補償・補填、賠償金】 ・物件移転補償、損失補償費（5,000千円)

　【財源内訳】  ・市町村土木事業費補助金(補助率1／3）　11,000千円

　　　　　　       ・環境対策事業負担金（野口区）　52,800 千円
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事業実施におけ

る課題

事業実施においては、用地境界の確定等、住民理解は不可欠である。事業に理解が

得られない場合、事業実施に遅れが生ずる場合がある。

ｍ

50

H25

-

160

--

90

20

20

90

H26

H26 H27H24活動指標名

幹線水路の施工延長
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道木川の整備延長
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事業の

達成状況

他事業との調整や、河道確保のための用地買収等が順調に進むなど、各事業とも概

ね計画通りに進んだ。

工事申請による老朽化した水路施設改修などにおいても、住民理解が得られない不

測の事態が発生しなかったことから、19件の改修工事を実施することができた。
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今後も、他事業との調整を密に図ることや、地域関係者に充分理解を得ることにより、

円滑に事業を遂行する。
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の改善案

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２７年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）

河川事業における治水対策は、市民の安心・安全を確保する上で最も重要な事業で

あるため、維持と判断した。
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方向性の判定

事業を縮小・

廃止したときの

影響

方向性の判定

地域からの工事申請書については、状況を十分に把握し、区長と相談をし、整備を進

めている。

治水事業は最も重要な事業であり、他に類似する事業がない。事業廃止の場合、浸

水被害を防止、解消および軽減するための対策ができなくなる。

維　持 一次評価のとおり。
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